
育児休業取得状況等報告書 

【企業担当者記載欄】 

【対象従業員記載欄】 

（注意事項） 

 支給要綱第３条第１項第 12号に基づき、本書への記載事項を県のＷｅｂサイトに掲載します。 

 なお、掲載に当たっては、その内容を事前に確認します。 

１ 企業名 野田化学工業株式会社 

２ 貴社の取組状況について 

（１）男性の育児休業促進に取り組むきっかけ・背景 

2022 年に弊社初となる産休及び育休取得者が発生。それを機に制度を調べて周知してい

く中で、社内での認知が広がり男性社員の育休取得へ繋がった。 

（２）男性の育児休業取得促進にかかるこれまでの取組 

就業規則を社内で共有し、対象社員へ個別にアナウンスを行った。 

（３）取得促進にあたっての課題とその解決策、工夫した点 

課題：人員減による人員不足 

解決策：①業務量可視化のための業務の棚卸  ②無駄な業務の削減 

③他部署からの業務サポート 

（４）取得者がいる職場の業務継続のために取り組んだこと 

同上 

（５）定着に向けて、更に取り組んでいることがあれば教えてください 

いつ誰が急に休んでも業務が行えるように定期的な業務棚卸や情報共有を行っていま

す。育休に限らず誰が休んでも「ゆっくり休んでね」と言える会社を目指しています。 

１ 育休取得期間 通算 23日間 

２ 育児休業の取得について  

（１）育児休業を取得したきっかけ 

第二子誕生のため。産後は特に心身ともに不安定な状態のため、休業取得依頼を行った。 

（２）育児休業を取得して良かったこと 

妻の産後 3 週間休業したことで新生児との貴重な時間を共に過ごすことができ、一生の

思い出となった。家庭内に於いては家事全般を担うことで妻の家事負担をなくし、産後の

身体ケアに集中させることで精神面・身体面共に良好であったことが何より。 

（３）育児休業の取得にあたり、円滑に業務を引き継ぐ上で工夫した点 

社内コミュニケーションツールの活用・引継ぎ事項の明確化・他部署への展開を行い、当

人が不在でも対応できるよう依頼した。 

（４）育児休業の取得経験を通して業務に生かせていること 

家事育児のマルチタスクを行うも、赤子は待ってくれません。計画外にないことでも臨機

応変に対応すること、必要な段取りをしておくことは日々の業務に生きています。 

（５）これから育児休業の取得を検討している方へのアドバイス 

全ての方が取得するべきと考えます。子どもが産まれて間もない時期を共に過ごすこと

はかけがえのない経験・一生の思い出になります。しかしながらこれを実現するには企業

の理解・環境整備が必要不可欠です。企業・家族とも良く話し合い、取得に向けて一歩踏

み出すことをオススメします。 


